
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年第４回

農　業　委　員　会　総　会　議　事　録

　　　　　　　　　　　　　・　開催日　令和６年４月３０日

深谷市農業委員会

　　　　　　　　　　　　　・　会　場　 深谷市役所大会議室



１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

1） 報告第 18 号

2） 報告第 19 号

3） 報告第 20 号

4） 報告第 21 号

5） 報告第 22 号

6） 議案第 20 号

7） 議案第 21 号

8） 議案第 22 号

9） 議案第 23 号

10） 議案第 24 号

11） 議案第 25 号

５． 閉　　　　　　会

農用地利用集積計画の決定について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について

栗崎向田土地改良事業参加申出の承認について

引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行について

農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更及び地域の農業の振興
に関する地方公共団体の計画の変更に係る意見について

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

午後４時

令和６年４月３０日（火）

       深谷市役所本庁舎３階　大会議室

農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について
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深谷市農業委員会会議録
招集期日 令和６年４月３０日 深谷市役所大会議室

開閉の日時
令和６年４月３０日（火）　　午後４時００分

令和６年４月３０日（火）　　午後４時４１分

議長 会長　安藤　已喜夫

委　　　　員　　　　出　　　　席　　　　状　　　　況

氏　　　　名 氏　　　　名



　開会 事務局長 　本日は、深谷市農業委員会総会にご出席いただきまして、ありが
とうございます。
　それでは、ただ今から令和６年第４回深谷市農業委員会総会を
開会いたします。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の委員の出欠状況の報告をいたします。
　委員２４名中２３名の出席でございますので、農業委員会等に関
する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりますこと
をご報告いたします。
　また、農地利用最適化推進委員は、１６名全員の出席となっており
ますことを合わせてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、安藤会長、よろしくお願いいたします。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
  本日は、お忙しいなかご出席いただきありがとうございます。
　まずは、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号５番小内委員、議席番号７番下田委員以上、２名を指
名いたします。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　専決処分の報告につきましての事務局説明は、省略をさせていた
だきます。

　議案第２０号 議　長 　それでは初めに、議案書の３１ページ、議案第２０号「農用地利用
　「農用地利用集積計画の 集積計画の決定について」を議題とします。
決定について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい。それでは、議案書３１ページ、議案第２０号「農用地利用
集積計画の決定について」、事務局より説明いたします。

　【議案第２０号について概要を説明】

事務局 　「農用地利用集積計画の決定について」の説明は以上です。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。

　議案第２１号 議　長 　次に、議案書の４５ページ、議案第２１号「農地法第３条の規定に
　「農地法第３条の規定に よる許可申請について」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい。それでは議案書４５ページ、議案第２１号「農地法第３条の
規定による許可申請について」、事務局より説明いたします。別添
の議案資料の３ページから６ページまでの資料２も関連するものと
なっておりますので、併せてご参照ください。

　【議案第２１号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について」の説明について
は以上です。
　なお、ご審議いただくにあたりまして、担当委員と事務局で現地　　
調査を実施しましたことをご報告いたします。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　次に、現地調査を行った委員より意見を伺います。
　農業委員の塚原委員、お願いします。

塚原委員 　４月１２日に、私と 井委員と事務局職員で、３条申請に関係する
農地の現地調査を行いました。
　整理番号２番と３番の譲受人の経営地では、耕作・管理がおこな
われておりました。
　また、いずれの申請地につきましても特に問題はありませんでした。
　現地調査の結果、以上２件につきましては、農地の効率的な利用
が図られるものと判断し、委員の意見といたします。

議　長 　塚原委員、ありがとうございました。
　続いて、農業委員の富田委員にお願いいします。

富田委員 　３条現地調査報告です。
　４月１２日に私と塚越委員と事務局職員で３条申請に関係する
農地の現地調査を行いました。
　整理番号１番および、４番から８番の譲受人の経営地では、耕作
管理がおこなわれておりました。
　また、いずれの申請地につきましても、特に問題はありませんでし
た。
　現地調査の結果、以上６件につきましては、農地の効率的な利用
が図られるものと判断し、委員の意見といたします。

議　長 　はい。富田委員、ありがとうございました。
　それでは審議に移りますが、整理番号２番につきましては、〇〇
委員に関係する案件となりますので、〇〇委員には一時退出を求め
ます。

　（〇〇委員退出）

議　長 　それでは、最初に整理番号２番につきまして審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。
　〇〇委員の入室をお願いします。

　（〇〇委員入室）

議　長 　それでは、その他の案件につきまして審議いたします。
　質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。

　議案第２２号 議　長 　次に、議案書の４９ページ、議案第２２号「農地法第４条第１項の
　「農地法第４条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局の説明を求めます。
について」

事務局 　はい。事務局より説明させていただきます。
　議案書４９ページ及び別添の総会議案資料の７ページを併せて
ご確認ください。

　【議案第２２号について概要を説明】

事務局 　「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について」は、
以上３件です。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

議　長 　はい。それでは本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　 　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　議案第２３号 議　長 　次に、議案書の５１ページ、議案第２３号「農地法第５条第１項の
　「農地法第５条第１項の 規定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」 　

事務局 　はい。事務局よりご説明申し上げます。
　議案書の５１ページ及び別添総会議案資料９ページと併せてご
確認ください。議案第２３号「農地法第５条第１項の規定による許可
申請承認について」であります。

　【議案第２３号について概要を説明】

事務局 　「農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について」は、
以上７件です。
　ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

議　長 　はい。それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。

　議案第２４号 議　長 　次に、議案書の５５ページ、議案第２４号「栗崎向田土地改良事
　「栗崎向田土地改良事業 業参加申出の承認について」を議題とします。
参加申出の承認について」 　事務局より説明をお願いします。

事務局 　事務局よりご説明いたします。議案書５５ページをご覧ください。
議案第２４号「栗崎向田土地改良事業参加申出の承認について」
でございます。

　【議案第２４号について概要を説明】

議　長 　はい。それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　異議がございませんので、本件は原案どおり決します。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　議案第２５号 議　長 　次に、議案書の５９ページ、議案第２５号「農業振興地域整備計
　「農業振興地域整備計画 画（農用地利用計画）の変更及び地域の農業の振興に関する地
（農用地利用計画）の変更 方公共団体の計画の変更に係る意見について」を議題とします。　
及び地域の農業の振興に 　農業振興課より説明を求めます。
関する地方公共団体の
計画の変更に係る意見 農業振興課 　はい。議案第２５号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）
について」 の変更及び地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の変

更に係る意見について」を農業振興課よりご説明させていただきま
す。

　【議案第２５号について概要を説明】

農業振興課 　以上議案第２５号の説明となります。駆け足で申し訳ございません
が、　どちらの計画の変更も農業委員会の意見を聞くとされている
ため、本議案を提出させていただいたものでございます。
　ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　只今農業振興課より農振除外について説明いただきました。
　これについて皆さんのご意見をいただきたいとありますのでご意見
ございますか。
　はい。それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本件は、「意見なし」と決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「意見なし」との声）

議　長 　意見がございませんので、本件は「意見なし」と決します。

議　長 　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議は
全て終了いたしました。
　これにて、議長の職を解かせていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　会長ありがとうございました。
　以上をもちまして、令和６年第４回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和６年４月３０日

議　　長 安藤　已喜夫

署名委員 小内　忠

署名委員 下田　洋子


